
（平成２１年３月18日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 3 件

国民年金関係 1 件

厚生年金関係 2 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 8 件

国民年金関係 5 件

厚生年金関係 3 件

年金記録確認佐賀地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



佐賀国民年金 事案 364 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 38年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、申立期間のうち、37年２月から 38年

６月までの納付記録を訂正することが必要であるとともに、厚生年金保険加入

期間と重複する 36年４月から 37年１月までの国民年金保険料については、還

付されていないものと認められることから、還付についての記録を訂正するこ

とが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

    住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間  ： 昭和 36年４月から 38年６月まで 

社会保険庁の記録では、昭和 36年４月から 38年６月までの国民年金保険

料が未納となっているが、国民年金制度開始当初から毎月末、近所の女性に

よる国民年金保険料の集金が行われていたので、申立期間について、未納と

なっていることに納得できない。 

昭和 36年２月の国民年金加入手続については記憶に無いが、毎月の保険

料は、100円か 200円程度を納付していた。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が納付していたとする国民年金保険料額は、申立期間の保険料額とほ

ぼ一致する上、申立人は国民年金加入期間について、申立期間を除き国民年金

保険料をすべて納付している。 

また、申立人が当時居住していた地区においては、Ａ市の母子連盟が納付組

織として、国民年金保険料の集金をしていたことは、同連盟が表彰を受けてい

ることから確認できる。 

さらに、申立人の国民年金手帳記号番号は、昭和 36 年２月に払い出されて

おり、Ａ市が保管する国民年金被保険者名簿においても 36年２月 28日に国民

年金加入とされている上、申立人は、当時、任意加入対象者であり、国民年金

への加入手続を行ったにもかかわらず、申立期間の国民年金保険料を納付して

いなかったと考えるのは不自然である。 



加えて、昭和 36年４月から 37年１月までは、申立人は、会社に勤務してい

たものの厚生年金保険に加入していることを認識していなかったと供述して

いるところ、裁定請求時に当該厚生年金保険加入期間を請求対象としていない

ことから、申立人の供述に不自然さはなく、当該厚生年金保険加入期間につい

ても国民年金保険料を納付していたと考えられる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、昭和 37 年２月から

38 年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認められるとともに、

厚生年金保険加入期間と重複する 36年４月から 37年１月までの国民年金保険

料については、還付されていないものと認められる。 



佐賀厚生年金 事案 329 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録及び同社Ｃ工場における資格取得日に係る記録を昭和 34年 12月１日に訂

正し、申立期間の標準報酬月額を１万 2,000 円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年 11月１日から 35 年７月 28日まで 

    昭和 34年５月にＡ社Ｂ工場に入社し、同年 11月１日、同社がＣ工場を立

ち上げる際、Ｃ工場へ転勤した。Ａ社に入社してから退社するまでの間、勤

務は継続しているにもかかわらず、社会保険庁の記録では、34年 11月１日

から 35年７月 28日までの間について、厚生年金保険の加入記録が無いため、

記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の記録及びＡ社の在籍証明書などから判断すると、申立人がＡ社に

継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除

されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 34 年 10 月及び 35 年７月

の社会保険事務所の記録から１万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日及び取得日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 



佐賀厚生年金 事案 330 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ炭鉱における資格取得日に係る記録

を昭和 20年９月２日に、資格喪失日に係る記録を 23年４月１日に訂正し、当

該期間の標準報酬月額を 20 年９月から 21 年３月までは 70 円、同年４月から

同年 10 月までは 210 円、同年 11 月から 22 年５月までは 360 円、同年６月か

ら 23年３月までは 600円とすることが必要である。 

 なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 20年９月２日から 23年４月１日まで 

    終戦後、帰郷し、昭和 20年９月に父と二才年下の弟が勤めていたＡ炭鉱

に入社した。 

三人とも同じ工作課に勤務し、父が機械の管理監督、私は電気係、弟は機

械係に従事した。昭和 23年４月に進学のため退職した。 

父及び弟には、Ａ炭鉱での厚生年金保険加入記録があるのに、私に厚生年

金保険加入記録が無いのは納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ａ炭鉱に勤務していた申立人の高等小学校の同級生及び申立人の弟の供述、

申立人がＡ炭鉱に入社する前に勤務していた事業所での厚生年金保険の被保

険者資格喪失が昭和 20年８月 15日であること、申立人がＡ炭鉱を退職後に進

学した高等学校が保管している申立人の在籍記録等から申立人が申立期間に

おいて当該事業所に勤務していたことが認められる。 

   また、申立人と同様に、申立人の父の紹介でＡ炭鉱に入社した申立人の弟は、

「高等小学校を卒業した昭和 20 年４月からＡ炭鉱に勤務していたが、海軍予

科練習生の試験に合格しており、同年９月から入学予定だったので、当初、Ａ

炭鉱には半年だけ臨時的に働く予定だった。終戦に伴い正式に働くことになっ

た。」と供述しており、同人は、Ａ炭鉱に正式に勤務することとなった時期で

ある同年９月２日に厚生年金保険に加入している。申立人の父は、労働者年金



保険法の施行当初である 17 年６月１日からＡ炭鉱において厚生年金保険（当

初は労働者年金保険）に加入しており、申立期間当時はＡ炭鉱の選炭場等の責

任者だったとされており、Ａ炭鉱が、当時、14才だった申立人の弟を厚生年金

保険に加入させていることから、申立人も加入させていたものと考えるのが自

然である。 

   さらに、申立人の高等小学校の同級生２名は、昭和 18 年３月に高等小学校

を卒業し、Ａ炭鉱に入社したと考えられるところ、両名の厚生年金保険加入は

同年４月４日とされており、入社後すぐに厚生年金保険に加入していると考え

られる上、入社時期を「昭和 27 年３月に高校を卒業する少し前」と明確に記

憶している申立人の後輩は、入社と同時期である 27年２月 16日にＡ炭鉱で厚

生年金保険に加入している。 

   加えて、申立人が記憶している上司１名、先輩１名、同僚３名、後輩１名は、

いずれもＡ炭鉱において厚生年金保険の加入記録があり、申立人の弟及び後輩

は、「Ａ炭鉱では、健康保険や厚生年金保険についてきちんと手続していたと

思う。」と供述している。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人は、申立期間において、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

   また、当該期間の標準報酬月額については、申立人と同年代の同僚の標準報

酬月額の記録から判断すると、昭和 20 年９月から 21 年３月までは 70 円、同

年４月から同年 10 月までは 210 円、同年 11 月から 22 年５月までは 360 円、

同年６月から 23年３月までは 600円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、当該

事業所における事業が廃止されており、事業主に確認することはできないが、

仮に、事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、

その後被保険者報酬月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届を提出する機会

があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が当該届出を

記録しないとは考え難い。このため、事業主から当該社会保険事務所へ資格の

得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 20年９月から 23年３月までの保険料について納入の告知を行ってお

らず、事業主は当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

 

 



佐賀国民年金 事案 365 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 50 年３月から 51 年３月までの期間及び 54 年 12 月から 55 年

８月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年３月から 51年３月まで 

             ② 昭和 54年 12月から 55年８月まで 

    Ａ町のＢ地区の婦人会の役員が毎月、国民年金保険料の集金に来ていた。 

    申立期間①は母親が納付し、申立期間②は妻が納付したはずであり、申立

期間が未加入となっていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間に係る国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）は無い上、申立人の基礎年金番号は、昭和 51 年

４月の厚生年金保険の加入時に払い出された厚生年金保険被保険者記号番号

であり、社会保険庁及びＡ町の記録において、申立人に国民年金手帳記号番号

が払い出された形跡はうかがえず、ほかに国民年金の加入手続を行い、申立期

間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   また、申立人の申立期間①に係る国民年金保険料の納付を行ったとする申立

人の母親は、当該期間中、国民年金に未加入である上、既に死亡しているため、

申立期間当時の申立人の国民年金保険料の納付状況等は不明である。 

   さらに、申立人の申立期間②に係る国民年金保険料の納付を行ったとする申

立人の妻は、当該期間のうち昭和 54 年 12 月から 55 年１月までの期間につい

ては国民年金に未加入であり、55 年２月に国民年金に任意加入していること

を踏まえると、申立人の妻は、申立期間②当時、申立人が勤務していた事業所

において厚生年金保険に加入していたと誤認していた可能性がうかがえる。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



佐賀国民年金 事案 366 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 60年４月から同年 12月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 60年４月から同年 12月まで 

  昭和 60 年３月、前の会社を退職した時、年金の空白期間が無いように国

民年金の加入の手続を行った。その際、１、２年間の国民年金保険料として

24万円から 25万円をまとめて納付したので、申立期間の保険料が未納とな

っていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期間の保険料を納付していたこと

をうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、申立人の前後の記号番号が払い出

された時期から、昭和 63 年４月以降に払い出されたものと推認され、この時

点では、申立期間は時効により国民年金保険料を納付することができない期間

であり、これ以前に別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人は、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 63

年４月時点において、時効が到来していない 61年１月から 63年３月までの国

民年金保険料を過年度納付していることが社会保険庁のオンライン記録によ

り確認できることから、申立人はこの過年度納付をもって申立期間の国民年金

保険料も一括して納付したものと誤認している可能性がうかがわれる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



佐賀国民年金 事案 367 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成 13年４月から 14年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成 13年４月から 14年２月まで 

  平成 13 年４月に夫が会社を退職したので、社会保険事務所で夫と一緒に

国民年金の加入手続をして、その後の国民年金保険料も夫の分と合わせて納

付した。社会保険庁の記録では、夫が納付済みで私が未納となっていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間について、国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、ほかに申立人が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、社会保険庁のオンライン記録では、申立期間は国民年金の未加入期間

とされており、申立人が、平成 13 年４月に申立人の夫の退職に伴う国民年金

第３号被保険者から第１号被保険者への種別変更届を行わないまま、19 年 10

月 15日に 14年３月付けで国民年金第１号被保険者から第３号被保険者への種

別変更届を行っていることが、社会保険事務所に保管されている第３号被保険

者への種別変更届により確認できる。そのため申立期間は、この時点まで、第

３号被保険者期間とされており、申立期間に係る保険料の納付勧奨は行われて

いないものと考えられる。 

さらに、市が保管する国民年金被保険者名簿では、申立期間は、国民年金の

第３号被保険者期間とされており、申立人が、国民年金第３号被保険者から第

１号被保険者への種別変更届出を行ったことをうかがわせる形跡は見当たら

ない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



佐賀国民年金 事案 368 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 51年６月から同年 10月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年６月から同年 10月まで 

    申立期間は、住み込みで働いており、厚生年金保険に加入する前だったの

で、勤務先の会社の事務職員が国民年金の加入手続を行い、保険料は給料か

ら引いて納めてくれていたはずである。 

    国民年金手帳をもらったかどうか、保険料を納めてもらった後に領収書を

もらったかどうか記憶にない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、昭和 63 年３月ごろ国民年金手帳の交付を受けていることが、国

民年金手帳記号番号が申立人のものと近接する被保険者の資格取得日から推

認され、この時点では、申立期間は時効により国民年金の保険料を納付できな

い期間であり、これ以前に申立人に別の国民年金手帳記号番号が払い出された

ことをうかがわせる事情は見当たらない。 

   また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、ほかに申立期間の国民年金保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   さらに、申立人は、勤務先の会社の事務職員が、申立期間の国民年金の加入

手続及び保険料納付を行っていたと申し立てているが、申立人が勤務していた

会社では、申立期間当時に国民年金の加入手続を職員が代行して、国民年金保

険料を納めていたとするのは考え難いとしている。 

   加えて、申立人が所持する年金手帳及び社会保険庁のオンライン記録におい

て、申立人が国民年金の被保険者資格を取得した日は昭和 62 年 12 月 13 日で

一致しており、申立人が申立期間以前に国民年金に加入したことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めることは

できない。 



佐賀国民年金 事案 369 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 55年９月から 56年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできないとともに、平成７年６月から同年 11

月までの国民年金保険料については、免除されていたものと認めることはでき

ない。  

  

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

     氏    名  ： 男 

     基礎年金番号 ：  

     生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

     住    所 ： 

 

２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ： ① 昭和 55年９月から 56年９月まで 

             ② 平成７年６月から同年 11月まで 

昭和 55年９月から 56年９月までの期間については、父親から、私の国民

年金の加入手続や保険料の納付を済ませたと告げられたことを憶えている

が、手続や保険料の納付をどこで行ったのか、父母も既に死亡しており、領

収書等も無いので分からない。 

また、平成７年６月から同年 11 月までの期間については、私が自分で市

役所に出向いて国民年金保険料の免除申請を行い、手続が簡単に済んだこと

を憶えている。 

しかし、社会保険庁の記録では、申立期間が国民年金の未加入期間とされ

ており、納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと及び免除申請を行

っていたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人には、

申立期間以外に国民年金未加入期間が散見される。 

また、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人は平成 12 年 11月に国

民年金に加入しており、社会保険庁及び市の記録において、それ以前に申立人

が国民年金に加入していたことは確認できず、ほかに別の国民年金手帳記号番

号が払い出されたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立期間①について、申立人は国民年金の加入及び保険料の納付に

関与しておらず、国民年金の加入手続及び保険料の納付をしたとされる申立人

の父は既に死亡しており、国民年金の加入状況及び保険料の納付状況が不明で

ある。 

加えて、申立期間②については、申立人は自分で市役所に出向いて免除の手

続を行ったと申し立てているが、申立人は、申立期間当時、国民年金に加入し



ていないことから、免除申請手続はできなかったものと考えられる。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断す

ると、申立人が申立期間①の国民年金保険料を納付していたものと認めること

はできないとともに、申立期間②の国民年金保険料については、免除されてい

たものと認めることはできない。 

 

 



佐賀厚生年金 事案 331 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ： 

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ： 

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 60年１月 12日から同年９月１日まで 

昭和 59年９月にＡ社に入社し、60年１月に社長に頼まれて関連会社のＢ

社に異動した。Ａ社では陶器等の原料を作り、Ｂ社では陶器等を焼く作業に

従事した。 

Ａ社からＢ社に異動する際、給料の支給額（20 万円）は変わらなかった

が、基本給（14 万円）と技術手当（６万円）に分けられた記憶がある。異

動前のＡ社での標準報酬月額が 20 万円であるにもかかわらず、異動後のＢ

社での標準報酬月額が、60年１月から同年８月までは 11万 8,000円で、同

年９月以降は 20万円となっている。 

昭和 60 年１月の標準報酬月額の決定に疑義があるので調査をしてもらい

たい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社が保管している申立人に係る給与明細書により、申立人がＢ社において、

厚生年金保険の被保険者資格を取得した昭和 60 年１月から、基本支給額とし

て 14万円、技術手当として６万円、合計 20 万円が給与として支給されている

ことが確認できる。 

   しかしながら、Ｂ社が保管している申立人に係る健康保険厚生年金保険被保

険者資格取得確認および標準報酬月額決定通知書により、Ｂ社は、昭和 60 年

１月 12日の資格取得届において、申立人の標準報酬月額を 11万 8,000円とす

る届出を行っていることが確認できる。 

   また、申立人に係る給与明細書により、昭和 60年１月から同年 10月までの

間、社会保険事務所の記録と一致する 11 万 8,000 円の標準報酬月額に見合う

厚生年金保険料が事業主により申立人の給与から控除されていることが確認

できる。 



   さらに、社会保険庁の記録では、昭和 60 年１月から同年８月までの標準報

酬月額が 11万 8,000円、同年９月以降の標準報酬月額が 20万円と記録されて

おり、標準報酬月額が大きく上昇しているが、申立人に係る給与明細書により、

60 年６月に基本支給額が 14 万円から 14 万 8,000 円に昇給していることが確

認できることから、Ｂ社が申立人に係る月額変更届を行い、その際に、何らか

の理由により給与支給額に見合う適正な標準報酬月額に変更されたものと考

えられる。 

   加えて、Ｂ社の当時の事業主は既に死亡しており、その妻であるＡ社の事業

主は、申立人がＡ社からＢ社に異動したことは記憶しているが、当時の資料等

は保管されておらず、異動した経緯についての詳細はわからないとしている。 

このほか、申立人の申立期間に係る社会保険事務所の記録上の標準報酬月額

に基づく保険料を上回る厚生年金保険料が申立人の給与から控除されていた

ことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

   これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 



佐賀厚生年金 事案 332 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 50年８月ごろから 56年 12月ごろまでのう

ち 12か月（Ａ社） 

             ② 平成５年４月ごろから６年３月ごろまでのうち

６か月（Ｂ社）     

社会保険事務所で年金加入記録を調べたところ、Ａ社及びＢ社に係る加入

記録は見当たらないとの回答を得た。Ａ社については、勤務中の事故によっ

て労災保険の給付を受け、病院に入院していた記憶があるので、勤めていた

のは間違いないと思う。Ｂ社については、同社が税理士事務所に経理事務を

任せていたので、確認すればわかると思う。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   １ 申立人がＡ社及びＢ社に勤務していたとする記憶は、比較的鮮明であり、

申立人が申立期間にＡ社及びＢ社で勤務していたことは推認することがで

きる。 

     しかしながら、Ａ社はすでに廃業し、Ａ社事業主は死亡している上、申立

人も給与明細書等、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことを確認できる資料を所持していない。 

     また、申立期間である昭和 50 年８月から 56 年 12 月までにＡ社において

厚生年金保険の被保険者資格を取得している者 70 名の厚生年金保険被保険

者原票を調べたところ、申立人に係る厚生年金保険被保険者原票は無く、整

理番号に欠番は無い。 

     さらに、Ｃ社を退職しＤ社に入社するまでの間にＡ社において厚生年金保

険に加入したとする申立てであるところ、Ｃ社及びＤ社に係る申立人の厚生

年金保険記号番号は同一であるため、Ａ社においても同じ記号番号を使用し

たものと考えられるが、当該記号番号に係る厚生年金保険加入記録において、

Ｃ社及びＤ社での加入期間以外の記録は確認できず、申立人に対して別の厚



生年金保険記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も無い。 

加えて、申立人は同僚 1名を記憶しているが、Ａ社での厚生年金保険被保

険者に同姓の者が複数おり、当該同僚を特定することができず、厚生年金保

険への加入の有無を特定できない上、申立人はほかに同僚を記憶しておらず、

申立人の在籍について供述を得ることができない。 

なお、申立人は申立期間のうち、昭和 50 年８月から国民年金に加入し、

同年 10 月からは国民年金保険料を現年度納付していることから、同年８月

１日にＣ社に係る厚生年金保険の資格を喪失し、57 年１月６日にＤ社に係

る厚生年金保険の資格を取得するまでの期間、厚生年金保険に未加入であっ

たことを認識していた可能性がある。 

   ２ Ｂ社はすでに廃業し、Ｂ社事業主は、人事記録、賃金台帳等申立人の勤務

状況を確認できる資料は残っていないとしている上、申立人も給与明細書等、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されたことを

確認できる資料を所持していない。 

また、社会保険事務所が保管するＢ社の厚生年金保険被保険者原票に、申

立人の記録は無く、整理番号に欠番は無い。 

     さらに、Ｂ社の事業主は、「従業員は、皆、厚生年金保険に加入させてい

たと思うが、入社して最初の６か月間程度は、加入させていなかったかもし

れない。」と供述しているところ、Ｂ社で資格取得した１名は本人が記憶し

ている入社時期よりも厚生年金保険への加入が３か月遅れており、Ｂ社では、

入社した者をすぐに厚生年金保険に加入させていたわけではないと考えら

れる。 

加えて、申立人が申立期間直前の平成５年３月に申立期間の直前に勤務し

ていたＤ社に係る厚生年金保険の被保険者資格を喪失した際、申立人及びそ

れまで国民年金の第３号被保険者であった妻は、同年４月から国民年金の第

１号被保険者として国民年金保険料を現年度納付していることから、申立期

間②について、厚生年金保険に未加入であったことを認識していた可能性が

ある。 

   ３ このほか、申立人の雇用保険加入記録にＡ社及びＢ社に係る記録は無く、

申立てに係る事実を確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

     これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 



佐賀厚生年金 事案 333 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年３月ごろから 60年６月１日まで 

              （Ａ社） 

             ② 平成４年２月ごろから同年９月ごろまで 

              （Ｃ社Ｄ工場） 

    昭和 59 年３月ごろからＥ県にあるＡ社（現在は、Ｂ社）に勤務していた

が、社会保険庁の記録において厚生年金保険の被保険者記録が無いことに納

得できない。 

    また、平成４年２月ごろからＣ社Ｄ工場においてパート作業員として勤務

した。公共職業安定所の紹介で入社し、労働時間は１日５時間で、月 15 日

勤務であったが、社会保険庁の記録では、厚生年金保険に未加入とされてい

る。 

ついては、当該申立期間①及び②を厚生年金保険被保険者期間として認め

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、社会保険事務所の記録によれば、申立期間において

Ａ社は厚生年金保険の適用を受けていない。 

    また、Ａ社の後継事業所であるＢ社は、当時の人事記録等を保管しておら

ず、申立人も給与明細書等を所持していないため、申立期間①において、事

業主により申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認

できない。 

    さらに、Ｂ社の事業主は、「当社は、Ａ社であった頃から現在まで社会保

険の適用は受けていないので、厚生年金保険料は控除していない。」と供述

している。 

    加えて、申立人のＡ社に係る雇用保険被保険者記録も確認できない。 

２ 申立期間②について、Ｃ社は当時の人事記録等を保管しておらず、申立人



も給与明細書等を所持していないため、申立期間②において、事業主により

申立人の給与から厚生年金保険料が控除されていたことを確認できない。 

    また、申立人は、「Ｃ社での１日当たりの勤務時間は５時間ほどであり、

１か月に 15 日ほどパートタイマーとして働いていた。」と供述していると

ころ、Ｃ社の事務担当者は、「一般社員の労働時間は１日８時間であり、労

働時間や労働日数が少ないパートタイマーの場合、厚生年金保険には加入さ

せていなかったと思う。」と供述している。 

    さらに、社会保険庁の被保険者縦覧回答票において、申立人が同じ職種で

あったと主張する同僚１名も厚生年金保険に加入していないことが確認で

き、Ｃ社Ｄ工場では、パートタイマーを含めたすべての従業員を厚生年金保

険に加入させていたわけではないと考えられる。 

加えて、申立人のＣ社Ｄ工場に係る雇用保険被保険者記録も確認できない。 

３ これらの事実及びこれまでに収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることは

できない。 

 

 


